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この業務要領は、株式会社日本住宅保証検査機構（以下「機関」という。）が実施する平成

28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査適合確認書（以下「適合確認書」

という。）の発行に関する業務について適用します。※評価基準型（2）のみ業務をおこないます。 

 

１章 長期優良住宅化リフォーム推進事業について 

Ⅰ．機関が行う発行業務の位置付け 

１．長期優良住宅化リフォームに係る適合確認書の発行対象 

タイプ 型※ 対象住宅 

事前採択タイプ 評価基準型(1) 採択を受け、技術的審査の依頼をした住宅 

評価基準型(2) 採択を受けた住宅 

通年申請タイプ 評価基準型(1) 通年申請タイプへの交付申請を予定し、技術的審査

の依頼をした住宅 

評価基準型(2) 通年申請タイプへの交付申請を予定している住宅 

※その他「認定長期優良住宅型」がありますが、この型の場合は「長期優良住宅認定マニュア

ル（増築・改築版）」等を参考に認定のための審査を行う必要があります。 

２．【評価基準型(2)】においては、補助事業者（施工者等）は機関が発行する適合確認書を事

務局に提出する必要があります。なお、【評価基準型(1)】については機関が発行した適合確

認書又は要件を満たす建築士資格者による適合確認書類を事務局に提出する必要があります。 

３．機関は、施工者等の技術的審査の依頼に応じて、物件ごとに書面審査を行い、適合している

場合は適合確認書を発行します。 

４．本要領では、平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業の評価基準に適合しているか

の技術的審査の方法と適合確認書に関する発行業務について記載しています。 

 

Ⅱ．用語の定義 

 １．この要領において「一戸建ての住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しな

い一戸建ての住宅をいう。 

 ２．この要領において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

をいう。 

 ３．この要領において「適合確認書」とは、機関が発行する「平成 28 年度長期優良住宅化リフ

ォーム推進事業に係る技術的審査適合確認書」のことをいう。 

 ４．この要領において「事前採択タイプ」とは、提案・採択後に交付申請を行うタイプのことを

いう。 

 ５．この要領において「通年申請タイプ」とは、本事業を実施したことのない施工業者を対象に

1住戸（共同住宅等は１棟）に限り上限 100 万円（評価基準型(2)は 200 万円）で提案・採択の

手続きを経ずに交付申請を受け付けるタイプのことをいう。 
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Ⅲ．長期優良住宅化リフォーム推進事業 

１．目的 

 本事業は、インスペクション、性能の向上を図るリフォーム及び適切なメンテナンスによる

既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の

一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環

境の醸成、及びそれらの取り組みの普及を図ることを目的とします。 

 

２．全体の流れ 

 
公募・審査、補助金交付のフローの概略 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※ 評価機関による審査①の際にインスペクションを実施済みで、かつ維持保全計画が作成済み

の場合は、現況検査チェックシート、維持保全計画を提出し、技術的審査に合格すれば適合

確認書が発行されます。その場合、「評価機関による審査②」の手続きは不要です。 
ただし、工事内容の変更等により、「評価機関による審査①」で審査を受けた内容に変更が

あった場合は、「評価機関による審査②」が必要です。 
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（１）公募・審査 

  ①事業提案 

長期優良住宅化リフォーム・事前採択タイプの申請をしようとする者は、事業提案に際

して事務局に、提案申請書と提案者情報・対象住宅の概要・リフォーム工事概要等必要書

類を提出します。 

 ②評価・採択 

事務局及び国土交通省は、評価委員会による評価を経て、採択を行います。 

 

（２）評価機関による審査① 

 事前採択タイプで採択を受けた提案者及び通年申請タイプで申請を予定している者（以

下、補助事業者）は、工事個所や評価基準に適合していることが確認できる図書等、平成

28 年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート（以下、「基準適合チェッ

クシート」という。）などの必要書類を機関に提出し、技術的審査を依頼します。 

機関は、補助事業者から技術的審査（リフォーム前）の依頼があった場合、リフォーム

計画に基づくリフォーム後の住宅の性能について、依頼者が作成した基準適合チェックシ

ート及び添付図書等をもとに、評価基準に係る技術的審査を行います。 

インスペクションを（３）②の交付決定後に行う場合は、この時点で現況検査チェック

シートやインスペクション結果を踏まえた維持保全計画に係る基準への適合確認ができ

ません。この場合は、技術的審査（リフォーム前）では、当該基準以外の基準に適合する

ことを確認し、「（仮）適合確認書」を発行します。 

インスペクションは交付申請前に行い、現況検査チェックシート及び維持保全計画の提

出があった場合は、「適合確認書」を発行します。 

 

（３）補助金交付申請 

 ①交付申請 

補助事業者は、交付申請に際して事務局に交付申請書と申請の額・申請額の算出方法、

工事内容が分かる書類並びに基準適合チェックシート（副本）の写し及び機関が発行した

（仮）適合確認書などの必要書類を提出します。 

※評価基準型(1)については、機関が発行した（仮）適合確認書などによらず、建築士

資格を有するものが確認した適合確認書類等で交付申請を行うことができます。 

 ②交付決定通知 

   事務局は、審査及び交付決定通知を行います。 
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（４）工事 

 ①インスペクション 

建築士が現況検査チェックシートを用いてインスペクション※を行い、確認された劣化

事象については以下のいずれかの措置をとります。 

   イ 本事業のリフォーム工事の内容に当該劣化事象の補修を含めること 

   ロ 維持保全計画において、補修・点検等の対応内容及び時期を定めること（当面の補

修を要しない場合に限る） 

※既存住宅の建設住宅性能評価に係る現況検査をもって、建築士によるインスペクショ

ンに代えることができます。 

 ②リフォーム工事 

   施工者等は、長期優良住宅化リフォーム工事を行います。 

 ③維持保全計画作成 

施工者等は、維持保全計画の作成を行います。 

 

（５）評価機関による審査② 

機関は、（２）において確認できなかった維持保全計画、現況検査チェックシートの内

容及びリフォーム計画の変更内容（変更があった場合）を踏まえ、評価基準に係る技術的

審査を行い、「適合確認書」を発行します。 

ただし、（２）において現況検査チェックシート及び維持保全計画が提出され、適合確

認書を発行した場合で、審査に係る内容に変更が無い場合は、本手続きは不要です。 

 

（６）補助金支払 

①実績報告・金額の確定 

施工者等は、事務局に完了実績報告書、補助金請求書、維持保全計画、現況検査チェッ

クシート、評価基準に適合していることが分かる設計図書並びに基準適合チェックシー

ト及び機関が発行した適合確認書などの必要書類を提出します。 

※評価基準型(1)の場合で、交付申請の際に、機関が発行した（仮）適合確認書ではな

く、建築士資格を有するものが確認した適合確認書類等を提出した場合は、機関が発

行した適合確認書などの提出は不要です。 

 ②完了検査・補助金支払い 

①を受け、国土交通省（事務局）が完了検査を行い、補助金が支払われます。 
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３．リフォーム後の住宅性能に係る評価基準の概要 

（１） 評価基準の概要（2016/04/28 版） 

・ 評価項目ごとの基準の詳細は「平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業評価基準

（2016/04/28）」（以下、「評価基準」という。）を参照してください。 

※新築認定基準＝平成 21 年国交省告示第 209 号「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」 

 Ｓ基準 Ａ基準 

１．構造躯体等
の劣化対策 

・劣化対策等級３（既存住宅）に加え、構造の

種類に応じて定められた基準に適合すること。 
ただし、一部の基準については同等と認められ

る代替基準による適合を可とする。 
 

劣化対策等級２に加え、構造の種類に応じて定

められた基準に適合すること。 
ただし、一部の基準については同等と認められ

る代替基準による適合を可とする。 

２．耐震性 

・耐震等級（倒壊等防止）等級 1（既存住宅）

の基準に適合すること。 
・住宅品確法に定める免震建築物であること。 
 

Ｓ基準に適合すること。 
又は、新耐震基準による住宅（住宅の着工時期

が昭和 56 年 6 月 1 日以降）であること。 

３．省エネルギ
ー対策 

・以下の①又は②のいずれかに適合すること。 
① 断熱等性能等級４（既存住宅）に適合して

いること。 
② 断熱等性能等級３（既存住宅）及び一次エ

ネルギー消費量等級４（既存住宅）に適合

していること。 
 

次のいずれかに適合すること。 
※①、②については住宅の部分による適合も可 
① 断熱等性能等級（省エネルギー対策等級）

３に適合し、開口部が一定基準を満たして

いること。 
② 一次エネルギー消費量等級４に適合し、一

定の断熱措置が講じられていること。 
③ 別紙「評価基準」に示すタイプ A～C のい

ずれか 

４．維持管理・
更新の容易性 

・原則として、以下の①～③に適合すること。 
ただし、一部の基準において将来的な更新を計

画に位置付ける場合、当該基準を適用しない。 
① 維持管理対策等級３（専用配管）（既存住

宅）に適合すること。 
② 維持管理対策等級３（共用配管）（既存住

宅）に適合すること。 
③ 更新対策等級３（共用排水管）（既存住宅）

に適合すること。 

維持管理対策等級２に適合すること。 
ただし、一部の基準については同等と認められ

る代替基準による適合を可とする。 

５．高齢者等 
対策 

※共同住宅等のみ 

・高齢者等配慮対策（共用部分）等級３のうち

一部の項目に適合すること。 
・ただし、エレベータ設置に代えて階段両側手

すり設置を可とする。 
 

・高齢者等配慮対策（共用部分）等級３のうち

一部の項目）に適合すること。 
・ただし、エレベータ設置を除く。 

６．可変性 
※共同住宅等のみ 

・躯体天井高さ 2,650 ㎜以上、又は、主たる居

室天井高さ 2,400mm 以上であること。 
 

― 

７．住戸面積の 
確保 

戸建住宅：５５㎡以上、共同住宅：４０㎡以上 
戸建住宅・共同住宅共通：少なくとも１の階の床面積が４０㎡以上(階段部分を除く) 

８．居住環境へ
の配慮 

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合

には、これらの内容と調和が図られること。なお、既存建築物への遡及については当該地区計画

等の規定に準じる。 

９．維持保全計
画の策定 

定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 
かつ、インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォーム時に補修を行わない場合

は、当該部分の点検・補修等の時期・内容を記載すること。また、点検の強化等が評価基準適合

の条件となる場合は、その内容を記載すること。 

※評価基準型(1)は、劣化対策、耐震性のＡ基準以上を満たすものであること。 
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（２）住宅性能の評価区分 

住宅種別 応募の型 評価区分 内容 

戸建住宅 評価基準型(2) - すべてＳ基準 

評価基準型(1) ① Ｓ基準が３個以上かつそれ以外の評価項目がＡ基

準 

② Ｓ基準が２個以上または 

Ｓ基準とＡ基準の合計が３個以上 

③ 劣化対策、耐震性の２項目のうち、Ｓ基準とＡ基

準１個ずつ、またはＡ基準が２個 

共同住宅等※ 評価基準型(2) - すべてＳ基準 
評価基準型(1) ① Ｓ基準が４個以上かつそれ以外の評価項目がＡ基

準 
② Ｓ基準が２個以上 または 

Ｓ基準とＡ基準の合計が３個以上 
③ 劣化対策、耐震性の２項目のうち、Ｓ基準とＡ基

準１個ずつ、またはＡ基準が２個 
※・共同住宅等の場合、共用部分と住戸専用部分をあわせて、区分の判断を行ってください。 

 ・共同住宅等における「維持管理・更新の容易性」の評価は原則として共用配管・専用配管の基

準を共に満たす必要があります。ただし、共用部分の提案をする場合、共用配管及び、過半の

住戸における専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。 

 ・通年申請タイプの評価基準型(1)では評価区分の設定がありません。劣化対策、耐震性のＡ基

準以上を満たすものであれば申請可能です。 

 

（３）申請区分に応じて適用される評価基準 

評価基準 

申請区分 

戸建住宅 
共同住宅等 

住戸専有部分 共用部分のみ 

1 構造躯体等の劣化対策 ◎ ◎ ◎ 

2 耐震性 ◎ ◎ ◎ 

3 省エネルギー対策 ◎ ● ◎ 

4 維持管理・更新の容易性 
専用配管 ◎ ● ▲ 

共用配管 ― ○ ○ 

5 高齢者等対策 ― ○ ○ 

6 可変性 ― ● ▲ 

7 住戸面積の確保 ◎ ● ▲ 

8 居住環境 ◎ ◎ ◎ 

9 維持保全計画の策定 ◎ ● ○ 

【凡例】 基準適合が求められる範囲  

◎： 棟全体 ○： 共用部 ●： 申請住戸の専有部   ▲：過半以上の住戸の専有部 
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２章 技術的審査手順・要領 

Ⅰ．審査・発行を行う機関・実施者 

 １． 業務を行う機関 

評価基準に係る適合確認書の発行業務は、登録住宅性能評価機関が行います。なお、既

存住宅性能評価業務を行っていない機関でも行うことができます。 

 ２．技術的審査の実施者 

評価基準への技術的審査の実施者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第１３条に

定める評価員で機関に評価員として選任されている者（以下「審査員」という。）としま

す。また、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして平成 18 年国土交通

省告示第 304 号を審査員について準用します。 

また、一般社団法人住宅性能評価・表示協会に登録する必要はありませんが、各機関で

技術的審査の実施者リストを整理してください。 

Ⅱ．技術的審査（リフォーム前）の手順・要領 

 １．業務の引き受け 

 （１）技術的審査（リフォーム前）の依頼があった場合は、以下の書類（正本及び副本）が提出

されているか確認してください。 

書類名 書式番号等 

平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る 

技術的審査（リフォーム前）依頼書 
（別記様式１号） 

工事箇所や評価基準に適合していることが確認できる図書、計算書  

平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート （参考書式） 

現況検査チェックシート（インスペクションを行った場合） （参考書式） 

維持保全計画書案 

（インスペクションを実施し維持保全計画書を作成した場合） 

 

 

採択通知書の写し（通年申請タイプの場合は不要）  

その他必要書類  

（２）以下の事項について確認します。 

①提出書類に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

②依頼のあった住宅の建て方（一戸建て住宅か共同住宅等） 

③依頼のあった住宅の構造 

④依頼のあった住宅の規模が評価基準「７．住戸面積の確保」で定める規模以上であること 
⑤１章Ⅲ３（２）の評価区分に応じ内容欄に明記されている評価項目数以上に依頼書の５に

おいて☑がされていること 

（３）（２）の確認ができ、提出書類に特に不備等がない場合には依頼者に対して引受承諾書等

（任意書式）を交付します。 
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 ２．技術的審査（リフォーム前） 

（１）評価基準と基準適合チェックシート記載内容との照合 

依頼のあった住宅に適用される評価基準に対し、基準適合チェックシートの記載内容が適

合しているか、照合を行います。 

具体的には、基準適合チェックシート中、評価基準型(2)にあっては、すべての項目に      

ついてＳ基準に☑があり、かつ、「適」に☑があることを確認します。評価基準型(1)の場合

は、「平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査（リフォーム前）依

頼書」の「５．技術的審査（リフォーム前）を依頼する評価基準の区分」に応じた項目について、

Ｓ基準又はＡ基準に☑があり、かつ、「適」に☑があることを確認します。 
その上で、各性能項目の「適用する評価基準」欄において、各性能項目に求められている

選択肢に☑があることを確認します。 

また、各性能項目の「適用する評価基準」欄において「維持保全の強化★」や「将来対応

＋維持保全計画記載★」を含む選択肢に☑がある場合は、「９．維持保全計画の策定」の(8)

に☑があることを確認します。 

 

（２）基準適合チェックシート記載内容と添付図書等との照合（評価基準１～７関連） 
 添付図書等において、リフォーム後の住宅の性能が基準適合チェックシート１～７の記載

内容のとおりであることを確認します。（ただし、基準適合チェックシートにおける「適用

する評価基準」は省略して記載されていることがあります。詳しくは、評価基準をご確認く

ださい。以下（３）においても同様です。） 

具体的には、「構造躯体等の劣化対策」など仕様等による基準となっている場合は次のイ、

「省エネルギー対策」などの熱貫流率等の計算による場合は次のロにより確認します。 

イ．仕様等による基準の場合 

添付図書等に記載されている仕様等をもとに、該当するすべての評価基準について、

基準適合チェックシート記載内容のとおりであることを確認します。 

ロ．計算による基準の場合 

各種計算書等により、計算に用いられている数値、計算過程及び計算結果を確認し、

基準適合チェックシート記載内容のとおりであることを確認します。 

なお、リフォームを行わない部分の性能については以下①、②の方法により確認します。 

① 建設住宅性能評価書等、新築時に検査等を受けたことが確認できる書類がある場合 

建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書又はフラット３５の

適合証明書等、新築時に検査等を受けたことを確認できる書類等により、新築時の性能

が確認できる場合で、各評価項目に係る増改築が行われていない場合は、新築時の性能

を有しているものとして扱います。 
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② ①以外の場合で、新築時の設計図書等がある場合 

①以外の場合で、新築時の設計図書等がある場合、原則として依頼者が目視により設

計図書のとおり施工されていることを確認できた場合は、新築時の設計図書等に記載さ

れている仕様及び性能を有しているものとして扱います。 

 

（３）基準適合チェックシート記載内容と維持保全計画書との照合（評価基準９関連） 
（※インスペクションが実施され、維持保全計画書の提出があった場合） 
維持保全計画書の内容が基準適合チェックシート「９．維持保全計画の策定」の記載内容

のとおりであることを確認します。 

特に「適用する評価基準」欄の(7)に☑がある場合は、インスペクションにより判明した

劣化事象について点検・補修等の時期・内容が維持保全計画書に適切に記載されていること

を確認します。また、同欄の(8)に☑がある場合は、維持保全の強化や将来的な更新等につ

いての具体的な内容が維持保全計画書に適切に記載されていることを確認します。 

 

３．（仮）適合確認書又は適合確認書の発行 

２において、（１）、（２）のみを実施し、適合を確認した場合は「（仮）適合確認書（別

記様式３号）」及び関係図書等（副本）を、（１）～（３）すべて実施し、適合を確認した

場合は「適合確認書（別記様式４号）」及び関係図書等（副本）を、依頼者に発行してくだ

さい。 

発行番号の付番方法及び再発行の手続きについては下記イ、ロによります。 

イ．（仮）適合確認書及び適合確認書に記載する発行番号は、「Ⅵ．その他 ６．適合確認書

発行番号の付番方法」に基づいて付番をします。 

ロ．依頼者から、紛失等による（仮）適合確認書又は適合確認書の再発行の依頼があった場

合、（仮）適合確認書又は適合確認書に再発行である旨と再発行日を記載して発行します。 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価基準型(1)の場合は、１章Ⅲ３（２）の記載に応じた基準以上を満たすものであること。 

 

  

評
価
基
準 

基
準
適
合
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト 

評価基準 
１から７※ 

評価基準８ 

評価基準９ 

添付図書等 

維持保全計画 

（１） 

（３） 

（２） (1)＋(2) 
（仮）適合

確認書 
(1)＋ (2)＋
(3) 
適合確認書 
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４．適合しない部分が確認された場合 

審査の結果、評価基準に適合しないことや明らかな記載ミス等があることが確認された場

合は、依頼者にその旨を指摘し、申請者に変更をする意思があるかどうか確認して下さい。 

依頼者が変更を行わず提出図書の内容が基準と不適合の場合、又は明らかな虚偽がある場

合は、依頼者に対して「平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査

に適合しない旨の通知書」（別記様式８号）を発行します。 

 

Ⅲ．技術的審査（変更）の手順・要領 

（Ⅱの３．において（仮）適合確認書又は適合確認書を発行した機関に限る。） 

インスペクション等の実施により、リフォーム工事内容等に変更が生じ、変更後の内容に

係る評価基準への適合性の確認を依頼者から求められた場合は、「平成 28年度長期優良住宅

化リフォーム推進事業に係る技術的審査依頼書（変更）」（別記５号書式）及び関連図書等を

提出させ、当該変更内容についてⅡの１から２に基づき確認します。 

確認後、問題がなければ、「平成 28年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的

審査（仮）適合確認書（変更）※」（別記様式６号）又は「平成 28年度長期優良住宅化リフ

ォーム推進事業に係る技術的審査適合確認書（変更）」（別記様式７号）を発行します。 

   ※技術的審査（リフォーム後）において、変更部分も含めた審査を行うことができますので、

依頼者にその旨確認した上で審査業務を引き受けてください。 

 

Ⅳ．技術的審査（リフォーム後）の手順・要領 

Ⅱにおいて現況検査チェックシート及び維持保全計画を提出し、適合確認書が発行された場

合で、審査に係る内容に変更が無い場合は、本手続きは不要です。 

 

 １．業務の引き受け（Ⅱの３．において（仮）適合確認書又は適合確認書を発行した機関に限る。） 

 （１）技術的審査（リフォーム後）の依頼があった場合は、以下の書類（正本及び副本）が提出

されているか確認してください。 

書類名 書式番号等 

平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査（リ

フォーム後）依頼書 

（別記様式２

号） 

工事箇所や評価基準に適合していることが確認できる図書、計算書※  

平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート※ （参考書式） 

現況検査チェックシート※ （参考書式） 

維持保全計画書※  

その他必要書類  

※ 技術的審査（リフォーム前）の際に提出しており、変更がない場合は提出不要。 
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（２）以下の事項について確認します。 

①提出書類に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

②依頼のあった住宅の建て方（一戸建て住宅か共同住宅等） 

③依頼のあった住宅の構造 

④依頼のあった住宅の規模が評価基準「７．住戸面積の確保」で定める規模以上であること 

⑤１章Ⅲ３（２）の評価区分に応じ内容欄に明記されている評価項目数以上に依頼書の７に

おいて☑がされていること 

 

（３）（２）の確認ができ、提出書類に特に不備がない場合には依頼者に対して引受承諾書等（任

意書式）を交付します。 

 

 ２．技術的審査（リフォーム後） 

（１）評価基準と基準適合チェックシート記載内容との照合 

（仮）適合確認書又は適合確認書の発行後に依頼者がリフォーム計画を変更した場合は、評

価基準と基準適合チェックシート（変更後）記載内容との照合を行います。照合方法はⅡの２．

（１）と同じとします。 

（２）基準適合チェックシート記載内容と添付図書等との照合（評価基準１～７関連） 
（仮）適合確認書又は適合確認書の発行後に依頼者がリフォーム計画を変更した場合は、基

準適合チェックシート（変更後）記載内容と添付図書等（変更後）との照合を行います。照合

方法はⅡの２．（２）と同じとします。 

（３）基準適合チェックシート記載内容と維持保全計画書との照合（評価基準９関連） 
（仮）適合確認書の発行後に維持保全計画書を作成した場合及び適合確認書の発行後に維持

保全計画書の内容を変更した場合、当該維持保全計画書が基準適合チェックシート「９．維持

保全計画の策定」の記載内容のとおりであることを確認します。 

確認方法はⅡの２．（３）と同じとします。 

 

 ３．適合確認書の発行 

２．の技術的審査（リフォーム後）の結果、評価基準に適合していることを確認した場合は、

「適合確認書（別記様式４号）」及び関係図書等（副本）を、依頼者に発行してください。 

   なお、発行番号の付番方法等については、Ⅱの３のイ、ロによります。 

 

Ⅴ．技術的審査等のフロー 

次ページに、技術的審査等のフローを示します。 
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技術的審査のフロー（交付申請後にインスペクションを行う場合） 
評価機関 依頼者 事務局 

 
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
● 
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【技術的審査（リフォーム前）】 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書及び基準適

合チェックシートによる基準への適合

性確認（維持保全計画書の策定を除く。） 
 
 

完了検査 
【補助金交付】 

・ﾘﾌｫｰﾑ後の基準への適合性確認（書

類調査及び現地調査（抽出）） 

【技術的審査（リフォーム後）】 
・工事個所や評価基準に適合していること

が確認できる図書、計算書、基準適合チェ

ックシートによる基準への適合性確認 
 
★維持保全計画書等の確認 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄに確認漏れはないか 
・インスペクションにより劣化等が確認さ

れた場合、当該個所の補修又は維持保全計

画書に補修時期の明記がされているか 
・維持保全の強化や将来的な更新等につい

て記載されているか 

【適合確認書の発行】 

【技術的審査（リフォーム前）依頼】 
・技術的審査（リフォーム前）依頼書 
・工事個所や評価基準に適合していること

が確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・その他必要書類 
 

【交付申請】 
・補助金交付申請書 
・ﾘﾌｫｰﾑ工事、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの契約書の写し 
・機関発行の引受承諾書（原本）※ 
・機関発行の（仮）適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
など 

ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの実施 
ﾘﾌｫｰﾑ工事の実施・完了 

【実績報告書】 
・補助金実績報告書 
・機関発行の適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
・建築士による工事内容確認書 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）（副本）

の写し 
・維持保全計画書（副本）の写し 
・ﾘﾌｫｰﾑ工事履歴（図面・写真）  など 

【技術的審査（リフォーム後）依頼】 
・技術的審査依頼書 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ） 
・維持保全計画書 
・その他必要書類 
 
 

【引受承諾書の発行】 

【交付決定通知書】 

工事内容等に変更等が生じ

た場合 

【（仮）適合確認書の発行】 
「維持保全計画及びｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ等の結果

による項目は確認していない」ことを付記 

【交付申請書受領書】 

審査 ※交付申請書受領書受理をもって、工事着
手が可能。ただし交付決定されない場合、
補助金は交付されない。 

※（仮）適合確認書発行前に、引受承諾書

の添付により交付申請を行い、交付申請
書受領書を受理することは可能。 
ただし、（仮）適合確認書が提出されな

ければ交付決定通知書は交付されない。

【事前審査】 
・交付申請様式の提出 
※評価基準型（1）での申請で、機

関による基準適合確認を行わない

場合に限る。 
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技術的審査のフロー（交付申請前にインスペクションを行う場合） 
評価機関 依頼者 事務局 

 
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● 
 
 
 

 

【技術的審査（リフォーム前）】 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書及び基準適

合チェックシートによる基準への適合

性確認 
★維持保全計画書等の確認 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄに確認漏れはないか 
・インスペクションにより劣化等が確認

された場合、当該個所の補修又は維持保

全計画書に補修時期の明記がされてい

るか 

完了検査 
【補助金交付】 

・ﾘﾌｫｰﾑ後の基準への適合性確認（書

類調査及び現地調査（抽出）） 

【技術的審査（変更）】 
・工事個所や評価基準に適合していること

が確認できる図書、計算書、基準適合チェ

ックシートによる基準への適合性確認 
 
★維持保全計画書等の確認 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄに確認漏れはないか 
・インスペクションにより劣化等が確認さ

れた場合、当該個所の補修又は維持保全計

画書に補修時期の明記がされているか 
・維持保全の強化や将来的な更新等につい

て記載されているか 

【適合確認書（変更） 
の発行】 

【技術的審査（リフォーム前）依頼】 
・技術的審査（リフォーム前）依頼書 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ） 
・維持保全計画書 
・その他必要書類 
 

【交付申請】 
・補助金交付申請書 
・ﾘﾌｫｰﾑ工事、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの契約書の写し 
・機関発行の引受承諾書（原本）※ 
・機関発行の適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
など 

ﾘﾌｫｰﾑ工事の実施・完了 

【実績報告書】 
・補助金実績報告書 
・機関発行の適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
・建築士による工事内容確認書 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）（副本）

の写し 
・維持保全計画書（副本）の写し・ﾘﾌｫｰﾑ

工事履歴（図面・写真）  など 

【技術的審査依頼（変更）】 
・技術的審査依頼書 
・工事個所や評価基準に適合している

ことが確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・現況検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ） 
・維持保全計画書 
・その他必要書類 
 
 

【引受承諾書の発行】 

工事内容等に変更等が生じ

た場合 

【適合確認書の発行】 

【交付決定通知書】 

【交付申請書受領書】 

※交付申請書受領書受理をもって、工事着
手が可能。ただし交付決定されない場合、
補助金は交付されない。 

※適合確認書発行前に、引受承諾書の添
付により交付申請を行い、交付申請書
受領書を受理することは可能。 
ただし、適合確認書が提出されなけれ
ば交付決定通知書は交付されない。 

審査 

変更がない場合 

【事前審査】 
・交付申請様式の提出 
※評価基準型（1）での申請で、機

関による基準適合確認を行わない

場合に限る。 
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既存住宅の建設住宅性能評価にかかる現況検査を活用した場合 
評価機関 依頼者 事務局 

 
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

● 
 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● 
 

 
 
 
 
 
 

 
● 

 
 
 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 

 

※現況検査については、交付申請前に行うことを妨げるものではない 
※評価保留の手続きを行い、リフォーム後に評価書を交付する場合は、リフォーム前の検査記録書等を

現況検査チェックシートに代わるものとして現況検査評価書（写）とともに実績報告時に提出する。 

【技術的審査】 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書及び基準適

合チェックシートによる基準への適合性

確認（維持保全計画書の策定を除く。） 
 
 
【（仮）適合確認書の発行】 

「維持保全計画及びｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ等の結果

による項目は確認していない」ことを付記 

完了検査 
【補助金交付】 

・ﾘﾌｫｰﾑ後の基準への適合性確認（書

類調査及び現地調査（抽出）） 

【技術的審査（リフォーム後）】 
・工事個所や評価基準に適合していること

が確認できる図書、計算書、基準適合チェ

ックシートによる基準への適合性確認 
★維持保全計画書等の確認 
・現況検査により劣化等が確認された場

合、当該個所の補修又は維持保全計画書に

補修時期の明記がされているか 
・維持保全の強化や将来的な更新等につい

て記載されているか 
【適合確認書の発行】 

現況検査 
既存住宅・現況検査評価書交付 
→現況検査チェックシートに代わるもの

として活用 

【技術的審査（リフォーム前）依頼】 
・技術的審査（リフォーム前）依頼書 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・その他必要書類 
 

【交付申請】 
・補助金交付申請書 
・ﾘﾌｫｰﾑ工事、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの契約書の写し 
・機関発行の引受承諾書（原本）※ 
・機関発行の（仮）適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
など 
 

ﾘﾌｫｰﾑ工事の実施・完了 

【実績報告書】 
・補助金実績報告書 
・機関発行の適合確認書（原本） 
・基準適合チェックシート（副本）の写し 
・建築士による工事内容確認書 
・既存住宅・現況検査評価書（写） 
・維持保全計画書（副本）の写し・ﾘﾌｫｰﾑ

工事履歴（図面・写真）  など 
 

【技術的審査（リフォーム後）依頼】 
・技術的審査依頼書 
・工事個所や評価基準に適合しているこ

とが確認できる図書、計算書 
・基準適合チェックシート 
・既存住宅・現況検査評価書（写） 
・維持保全計画書 
・その他必要書類 
 
 

既存住宅・現況検査申請※ 

工事内容等に変更等が生じ

た場合 

【引受承諾書の発行】 

※交付申請書受領書受理をもって、工事着
手が可能。ただし交付決定されない場合、
補助金は交付されない。 

※（仮）適合確認書発行前に、引受承諾書
の添付により交付申請を行い、交付申請

書受領書を受理することは可能。 
ただし、（仮）適合確認書が提出されな
ければ交付決定通知書は交付されない。

【交付決定通知書】 

【交付申請書受領書】 

審査 

【事前審査】 
・交付申請様式の提出 
※評価基準型（1）での申請で、機

関による基準適合確認を行わない

場合に限る。 
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Ⅵ．その他 

１．料金について 

技術的審査料金については各機関にて設定し、ＨＰ上で掲載してください。 

 

２．秘密保持について 

    機関及び審査員並びにこれらの者であった者は、この技術的審査の業務に関して知り得た秘

密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはなりません。 

 

３．帳簿の作成・保存 

    機関は、次の（１）から（10）までに掲げる事項を記載した（仮）適合確認書及び適合確認

書の発行業務管理帳簿（以下「帳簿」という。）を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又

はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、適合確認書の発行業

務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存します。 

（１）依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 
（２）適合確認書の発行業務の対象となる住宅の名称 
（３）適合確認書の発行業務の対象となる住宅の所在地 
（４）適合確認書の発行業務の対象となる住宅の建て方 
（５）適合確認書の発行業務の対象となる住宅の構造 
（６）技術的審査（リフォーム前）及び技術的審査（リフォーム後）の依頼を受けた年月日 
（７）技術的審査（リフォーム前）及び技術的審査（リフォーム後）を行った審査員の氏名 
（８）技術的審査（リフォーム前）及び技術的審査（リフォーム後）料金の金額 
（９）（仮）適合確認書及び適合確認書の発行番号 
（10）（仮）適合確認書及び適合確認書の発行を行った年月日又は長期優良住宅化リフォーム

に係る技術的審査に適合しない旨の通知書の発行を行った年月日 
 
４．書類等の保存 

    帳簿は技術的審査業務の全部を終了した日の属する年度、技術的審査用提出図書および適合

確認書（（仮）適合確認書含む。）の写しは適合確認書の発行を行った日の属する年度から５事

業年度保管します。 

 

５．国土交通省等への報告等 

    機関は、公正な業務を実施するために国土交通省から業務に関する報告等を求められた場合

には、技術的審査の内容、判断根拠その他情報について報告等をします。 

 
６．適合確認書発行番号の付番方法 

    発行番号は、１2 桁の英数字を用い、次のとおり表すものとします。 
『○○○－○○－○○－○－○－○○○』 
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１～３桁目   登録住宅性能評価機関番号（０２１） 
４～５桁目   登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号 
               （00：本社、50：東日本、51：中部、52：関西） 
６～７桁目   適合確認書発行日の和暦 
８桁目     １：（仮）適合確認書 
        ２：適合確認書  
９桁目     １：一戸建ての住宅（評価基準型(2)） 
        ２：共同住宅等（評価基準型(2)） 

    ３：一戸建ての住宅（評価基準型(1)） 
        ４：共同住宅等（評価基準型(1)） 
１0～１２桁目 通し番号（９桁目までの数字の並びの別に応じ、００１から順に付するものと

します。） 

 

Ⅶ．別記様式・参考様式 

 次ページから別記様式等を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 08 月 29 日制定 

平成 27 年 01 月 07 日改訂 

平成 27 年 07 月 28 日改訂 

平成 27 年 12 月 07 日改訂 

平成 28 年 06 月 01 日改訂 
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別記様式１号 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る 
技術的審査（リフォーム前）依頼書 

 
年  月  日 

 
（登録住宅性能評価機関 宛） 

依頼者の住所又は   
主たる事務所の所在地 
依頼者の氏名又は名称         印 

 
代理者の住所又は 
主たる事務所の所在地 
代理者の氏名又は名称         印 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準の適合性について技術的審査（リフ

ォーム前）を依頼します。この依頼書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 
 

記 
 

１．住宅の所在地 

 

２．住宅又は建築物の名称 

 

３．住宅の建て方 □一戸建て  □共同住宅等 □共用部分のみ 

 

４．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

５．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

６．技術的審査（リフォーム前）を依頼する評価基準の区分 

項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策※ □ □ 

２．耐震性※ □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 
  （インスペクション実施済みの場合） 

□ □ 

  ※評価基準型(1)の場合は、1及び2についてＡ基準以上を満たすものであること。 
 
  【裏面あり】 
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※受付欄 ※料金欄 

年  月  日 

第        号 

依頼受理者印 

 
 
＜登録住宅性能評価機関からのお願い＞ 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業における性能項目導入状況について、個人や個別の

住宅が特定されない統計情報として、国土交通省に提供することがございますので、あらかじめご了承

のほどお願い申し上げます。 

 

（注意） 

１．依頼者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

２．依頼者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を

省略することができます。 

３．代理者が存しない場合については、代理者の部分は空欄としてください。  
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別記様式２号 

 
 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る 
技術的審査（リフォーム後）依頼書 

 
年  月  日 

（登録住宅性能評価機関 宛） 
依頼者の住所又は   
主たる事務所の所在地 
依頼者の氏名又は名称         印 

 
代理者の住所又は 
主たる事務所の所在地 
代理者の氏名又は名称         印 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準の適合性について技術的審査（リフ

ォーム後）を依頼します。この依頼書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 
 

記 
 

【技術的審査（リフォーム前）により発行された（仮）適合確認書の内容】 

 １．（仮）適合確認書交付番号  第                     号 

 

 ２．（仮）適合確認書交付年月日 

 

 ３．（仮）適合確認書を交付した機関 

 

４．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

５．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

  評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

６．変更の有無  □有  □無 

 

７．変更の概要 

 

８．技術的審査（リフォーム後）を依頼する評価基準の区分】 
項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策※２ □ □ 

２．耐震性※２ □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 □ □ 

  ※１ 技術的審査（リフォーム前）から変更・追加のあった項目をチェックする 
※２ 評価基準型(1)の場合は、1及び2についてＡ基準以上を満たすものであること。   

 
 

【裏面あり】 
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※受付欄 ※料金欄 

年  月  日 

第        号 

依頼受理者印 

 
 
＜登録住宅性能評価機関からのお願い＞ 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業における性能項目導入状況について、個人や個

別の住宅が特定されない統計情報として、国土交通省に提供することがございますので、あらかじめご

了承のほどお願い申し上げます。 

 

 

（注意） 

１．依頼者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

２．依頼者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を

省略することができます。 

３．代理者が存しない場合については、代理者の部分は空欄としてください。 

 
  



SNT2348-01(2016.06) 

 
 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 
（仮） 適 合 確 認 書 

 

依頼者の氏名又は名称 殿 

                     登録住宅性能評価機関  印 

 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準に基づき、以下に掲げる基準に適合して

いることを証します。 

 

記 

 
１．住宅の所在地 
 
２．住宅又は建築物の名称 
 
３．住宅の建て方  □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 

 

４．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

５．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

６．適合することを確認した評価基準の区分 

  ただし、維持保全計画及びインスペクション等の結果による項目は確認していません。 

項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策 □ □ 

２．耐震性 □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 □ □ 

 

 

技術的審査（リフォーム前）依頼年月日 年  月  日 

（仮）適合確認書交付年月日 年  月  日 

（仮）適 合 確 認 書 交 付 番 号 ○○○－○○－○○－１－○－○○○ 

審 査 員 氏 名  

※本（仮）適合確認書は、申請図面に基づいて評価した結果を記載しています。実際の建物との適合を評価したものではありません。 

別記様式３号 



SNT2348-01(2016.06) 

 
 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 
適 合 確 認 書 

 

依頼者の氏名又は名称 殿 

                     登録住宅性能評価機関  印 

 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準に基づき、以下に掲げる基準に適合して

いることを証します。 

 

記 

１．住宅の所在地 
 
２．住宅又は建築物の名称 
 
３．住宅の建て方  □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 
 
４．（仮）適合確認書交付番号（該当する場合） 

 

５．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

６．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

７．適合することを確認した評価基準の区分 

項目 Ｓ Ａ 変更※ 

１．構造躯体の劣化対策 □ □ □ 

２．耐震性 □ □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ □ 

８．居住環境 □ □  □ 
９．維持保全計画の策定 □ □  □ 

 ※（仮）適合確認書から変更があった場合は、☑してください。 

 

 

技術的審査依頼年月日 年  月  日 

適合確認書交付年月日 年  月  日 

適 合 確 認 書 交 付 番 号 ○○○－○○－○○－２－○－○○○ 

審 査 員 氏 名  

※本適合確認書は、申請図面に基づいて評価した結果を記載しています。実際の建物との適合を評価したものではありません。 

  

別記様式４号 



SNT2348-01(2016.06) 

 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る 

技術的審査依頼書（変更） 
 

年 月 日 
（登録住宅性能評価機関 宛） 

           依頼者の住所又は 

             主たる事務所の所在地 

       依頼者の氏名又は名称        印 

 

           代理者の住所又は 

             主たる事務所の所在地 

                     代理者の氏名又は名称          印 

 

下記の住宅ついて、平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る変更の技術的審査を依頼し

ます。この依頼書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

記 

 

【計画を変更する住宅の（仮）適合確認書又は適合確認書の内容】 

 １．（仮）適合確認書又は適合確認書交付番号  第              号 

 

 ２．（仮）適合確認書又は適合確認書交付年月日 

 

 ３．（仮）適合確認書又は適合確認書を交付した機関 

 

４．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

５．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 ６．変更の概要 

  

 ７．技術的審査（変更）を依頼する評価基準の区分 

項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策※２ □ □ 

２．耐震性※２ □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 □ □ 

  ※１ 変更のあった項目をチェックする 
※２ 評価基準型(1)の場合は、1及び2についてＡ基準以上を満たすものであること。 

 

別記様式５号 

【裏面あり】 



SNT2348-01(2016.06) 

※受付欄 ※料金欄 

年  月  日 

第        号 

依頼受理者印 

（注意） 

１．依頼者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

２．依頼者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省

略することができます。 

３．代理者が存しない場合については、代理者の部分は空欄としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SNT2348-01(2016.06) 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 

（仮）適 合 確 認 書（ 変 更 ） 
 

依頼者の氏名又は名称 殿 

                         登録住宅性能評価機関  印 

 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準に基づき、以下に掲げる基準に適合し

ていることを証します。 

 

記 

１．住宅の所在地 
 
２．住宅又は建築物の名称 
 
３．住宅の建て方  □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 
 

４．（仮）適合確認書交付番号 
 
５．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

６．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

７．適合することを確認した変更された評価基準の区分 

  ただし、維持保全計画及びインスペクション等の結果による項目は確認していません。 

項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策 □ □ 

２．耐震性 □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 □ □ 

 

 

技術的審査（変更）依頼年月日 年  月  日 

（仮）適合確認書（変更）交付年月日 年  月  日 

（仮）適合確認書（変更）交付番号 ○○○－○○－○○－１－○－○○○ 

審 査 員 氏 名  

※本（仮）適合確認書は、申請図面に基づいて評価した結果を記載しています。実際の建物との適合を評価したものではありません。 

別記様式６号 



SNT2348-01(2016.06) 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 

適 合 確 認 書（ 変 更 ） 
 

依頼者の氏名又は名称 殿 

 

                         登録住宅性能評価機関  印 

 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準に基づき、以下に掲げる基準に適合し

ていることを証します。 

 

記 

１．住宅の所在地 
 
２．住宅又は建築物の名称 
 
３．住宅の建て方  □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 
 

４．適合確認書交付番号 
 
５．申請タイプの区分 □事前採択タイプ  □通年申請タイプ 

 

６．採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）  □評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

   

評価基準型(1)の場合の評価区分（通年申請タイプの場合は記入不要）： 

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ 

 

７．適合することを確認した変更された評価基準の区分 
項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策 □ □ 

２．耐震性 □ □ 

３．省エネルギー対策 □ □ 

４．維持管理・更新の容易性 □ □ 

５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 

６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 

７．住戸面積の確保 □ □ 

８．居住環境 □ □ 

９．維持保全計画の策定 □ □ 

 

 

技術的審査（変更）依頼年月日 年  月  日 

適合確認書（変更）交付年月日 年  月  日 

適合確認書（変更）交付番号 ○○○－○○－○○－２－○－○○○ 

審 査 員 氏 名  

※本適合確認書は、申請図面に基づいて評価した結果を記載しています。実際の建物との適合を評価したものではありません。 
 

 

別記様式７号 



SNT2348-01(2016.06) 

 
平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査に 

適合しない旨の通知書 

 
 

第     号 
年  月  日 

 
依頼者の氏名又は名称 殿 
 

 

                         登録住宅性能評価機関  印 

 

 

 
別添の平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業技術的審査依頼書及びその添付図書に記載

の住宅については、下記の理由により適合確認書を発行できませんので、適合しない旨の通知書を交付

します。 
 

記 

 
１．住宅の所在地 
 
２．住宅又は建築物の名称 
 
３．住宅の建て方  □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 
 
４．理由 
 
 
 
 

  

別記様式８号 



SNT2348-01(2016.06) 

 
 

平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 
取り下げ届 

 
 

年  月  日 
 

（登録住宅性能評価機関 宛） 

 
 

 
        依頼者の住所又は 

          主たる事務所の所在地 

依頼者の氏名又は名称         印 

 
 

月 日に依頼した平成２８年度長期優良住宅化リフォーム推進事業技術的審査依頼につきまして、

下記により依頼を取り下げます。 

 
 
記 

 
１．依頼書提出日 ：    年  月  日  
 
２．受付番号 ： 
 
３．住宅の所在地 ： 

 
 
 
 
 
 

  

別記様式９号 



SNT2348-01(2016.06) 

 
平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る 

技術的審査引受承諾書 
 

依頼者の氏名又は名称 殿 
                                            登録住宅性能評価機関  印 

                                                                       

平成28年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準の適合性について技術的審査依頼に

ついて、下記の通り引受けることを承諾します。 

 

記 
１．引受日 

  平成  年  月  日 

 

２．引受けた業務 

平成28年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 

□リフォーム前  □リフォーム後 

 

３．引受けた業務の対象 

【住宅の所在地】 
 
【住宅又は建築物の名称】 
 
【住宅の建て方】 □一戸建て  □共同住宅等  □共用部分のみ 
 
【採択内容（通年申請タイプの場合は申請内容）】□評価基準型(2)  □評価基準型(1) 

    （評価基準型(1)の場合（通年申請タイプの場合は記入不要）：  

□評価区分①  □評価区分②  □評価区分③ ） 

 

【技術的審査を依頼する評価基準の区分】 
項目 Ｓ Ａ 

１．構造躯体の劣化対策 □ □ 
２．耐震性 □ □ 
３．省エネルギー対策 □ □ 
４．維持管理・更新の容易性 □ □ 
５．高齢者等対策（共同住宅等のみ） □ □ 
６．可変性（共同住宅等のみ） □ □ 
７．住戸面積の確保 □ □ 
８．居住環境 □ □ 
９．維持保全計画の策定 □ □ 

４．業務期日 
  平成  年  月  日 

５．料金 

金          円他 

内訳 契約金額          円 

       消費税額          円（税率 8％）

（参考書式） 
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（参考書式） 
長期優良化住宅リフォーム帳簿（Ｈ28 年度） 
１ 依頼者氏名  住所  

住宅の名称  住宅の所在地  
技術的審査（リフォーム

前）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

（仮）適合確

認書通知日 
   ／ 

技術的審査（リフォーム

後）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

適合確認書通

知日（□不適） 
   ／ 

建て方 □一戸建て  □共同住宅 構造  審査料金   
２ 依頼者氏名  住所  

住宅の名称  住宅の所在地  
技術的審査（リフォーム

前）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

（仮）適合確

認書通知日 
   ／ 

技術的審査（リフォーム

後）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

適合確認書通

知日（□不適） 
   ／ 

建て方 □一戸建て  □共同住宅 構造  審査料金   
３ 依頼者氏名  住所  

住宅の名称  住宅の所在地  
技術的審査（リフォーム

前）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

（仮）適合確

認書通知日 
   ／ 

技術的審査（リフォーム

後）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

適合確認書通

知日（□不適） 
   ／ 

建て方 □一戸建て  □共同住宅 構造  審査料金   
４ 依頼者氏名  住所  

住宅の名称  住宅の所在地  
技術的審査（リフォーム

前）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

（仮）適合確

認書通知日 
   ／ 

技術的審査（リフォーム

後）受付日 
   ／ 審査員の氏名  発行番号  

適合確認書通

知日（□不適） 
   ／ 

建て方 □一戸建て  □共同住宅 構造  審査料金   
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（参考）維持保全の方法（維持保全計画）の例 

 ①一戸建ての木造軸組み住宅用 
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（参考）維持保全の方法（維持保全計画）の例 

②RC造共同住宅用 

 


